
 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8章 

地域共生社会の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  地域共生社会の実現  

96 

第 8章 

 

1 住み慣れた地域で暮らし、互いに支え合う社会づくりの推進 

○現状と課題○ 

■地域共生社会の理念 

・ 地域福祉分野における公的支援はこれまで、対象者ごとに「縦割り」で整備され、「支え手」

「受け手」という固定した関係の下で提供されてきました。 

 

・ しかしながら、高齢の親と無職独身の子が同居しているケースや介護と育児に同時に直面

するケースなど、現状の体制では対応が困難な課題が新たに生じています。 

 

・ このような複合化・複雑化する地域福祉の課題を解消する仕組みとして、地域住民が他人

事を「我が事」に変えていくような働きかけや、複合的な悩みを「丸ごと」受け止める場づ

くりを内容とする「地域共生社会」の理念が生まれました。 

 

・ 本県でも、「地域共生社会」の理念に照らして、高齢者や障害者、子どもなど全ての人々が

住み慣れた地域で、人との関わりを維持しながら暮らすことができる地域社会の実現を目指

し、相互に支え合うコミュニティの形成と総合的な支援に向けた体制づくりのための取組を

推進しています。（秋田県地域福祉支援計画、２０１８年度（平成３０年度）～２０２３年度

（平成３５年度）） 

 

■地域包括ケアシステムの理念の普遍化 

・ これまで地域包括ケアシステムについては、高齢者支援を中心に進めてきたところですが、

世帯の中で課題が複合化、複雑化しているケースや制度の狭間にあるケース、支援を必要と

する人が自ら相談に行くことができず、地域の中で孤立や時には排除されてしまうケースな

ど、分野ごとでは対応が困難な新たな課題が生じています。 

 

・ このような課題に対応するため、地域特性に応じた体制構築を図るとともに、「必要な支援

を包括的に提供する」という地域包括ケアシステムの考え方を、障害者や子ども、生活困窮

者などの支援に広げていく必要があります。  

 

・ また、このような地域の課題を抽出して、包括的な支援に結びつける地域のリーダーの担

い手が減少していることも課題となっており、更なるリーダーの育成が必要です。 

 

・ 加えて、サービス提供者と利用者とが「支える側」と「支えられる側」という固定的な関

係性に陥ることのないよう、住民の参加を進める必要があります。 

 

１節 住み慣れた地域で暮らし、互いに支え合う社会づくりの推進 
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○今後の取組○ 

◆市町村の地域福祉計画 

・ 地域における様々な課題や多様なニーズに対応し、関係機関等と連携しながら、地域福祉

施策を計画的に推進するため、市町村における地域福祉計画の策定に向けた支援を行います。 

 

◆地域福祉を推進する体制づくり 

・ 市町村が行う地域福祉施策への支援とともに、包括的な支援体制の構築に向けた支援を行

います。 

 

◆誰もが住みやすい地域づくり 

・ 住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、高齢者や障害者、子どもなどに対する福祉

サービスの充実等の取組を推進します。 

 

◆地域福祉を支える人づくり 

・ 福祉に対する理解と参加を促進するとともに、福祉人材の確保・育成を進めます。 

 

◆福祉サービスを適切に利用できる基盤づくり 

・ 生活困窮者自立支援、権利擁護、福祉サービスの質の向上を推進します。 

 

◆包括的支援体制の整備 

・ 「地域包括ケア」の理念を普遍化し、高齢者のみならず、障害者、子どもなど、生活上の

困難を抱える全ての方への包括的な支援体制を整備します。 

 

・ 地域福祉の観点から、地域の課題を抽出し、解決に導くリーダーとなる人材の育成を行い

ます。 

 

・ 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や協議体が中心となり、生活支援や就

労支援等を一体的に行うことで、あらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく

活躍できるコミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮らす

ことができる社会の実現を目指します。 

 

・ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険及び障害福

祉制度に、新たに共生型サービスを位置付け、一体的な支援ができるように努めます。 
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資料：厚生労働省  
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２ 介護に取り組む家族等への包括的支援体制の構築 

○現状と課題○ 

■包括的支援体制の構築 

・ 高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みを設けることで、家族による過度な介護負担が

軽減された面もありますが、介護サービスを利用している場合でも、多くの家族は何らかの

心理的負担や孤立感を感じており、特に認知症の人を介護している家族にこの傾向が見られ

ます。 

 

○今後の取組○ 

◆介護に取り組む家族等への相談・支援体制の強化  

・ 介護に取り組む家族への支援として、必要な介護サービスの確保を図るとともに、介護休

暇の取得や在宅勤務など柔軟な働き方の確保、家族等に対する相談・支援体制の強化を図り

ます。 

 

・ 高齢者総合相談・生活支援センターを運営し、福祉用具等の展示や各種相談への対応を行

うほか、自立支援・介護予防に関する講座を開催します。 

 

・ 利用者からの相談を受けた際、利用者自身とその世帯が抱える生活課題を把握し、必要に

応じ適切な機関へつなぐことができるよう、相談体制を構築します。 
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 □地域包括支援体制のイメージ 

資料：「秋田県地域福祉支援計画」 

ＮＰＯ・

ボランティア

(地区)社会

福祉協議会

民生委員・

児童委員

自治会・

町内会
老人クラブ

学校

福祉協力員

ＰＴＡ

住民主体の課題把握・解決につなげる体制

住民

身近な地域における見守り活動等を通じ、住民の異変や

地域の課題に対する「気づき」をつなぐ

ニーズ 支え合いの仕組み

づくりへの支援
課題解決

相談調整
専門の支援機関

へのつなぎ
課題の受けとめ

ー「我が事」ー

【相談を受けとめる方法（例）】

○社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー等が専門的観点からサポートする方法

○地域包括支援センターのブランチ等を拠点とし、民生委員・児童委員と協働していく方法

○市町村における各種相談窓口を集約⇒各専門職がチームとなって活動していく方法

○診療所や病院のソーシャルワーカーが退院調整だけでなく、様々な相談を受けとめていく方法

連携・協働によるネットワークの強化

ー「丸ごと」ー

相談・課題解決等への支援

世帯の困りごと、複合的な課題、

制度の狭間にある課題 等
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